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庁
舎
整
備
だ
よ
り

第2号

　

新
庁
舎
の
整
備
方
法
な
ど
に
よ
り

算
定
額
は
変
わ
り
ま
す
が
、
適
切
な

規
模
で
整
備
を
行
い
、
事
業
費
の
低

コ
ス
ト
化
に
努
め
ま
す
。

　

概
算
事
業
費
は
、
他
市
の
建
設
費

を
参
考
に
し
た
新
庁
舎
の
建
物
本
体

工
事
費
に
、
想
定
さ
れ
る
そ
の
他
の

整
備
費
を
加
え
て
算
出
し
ま
す
。

①
建
物
本
体
工
事
費

　

新
庁
舎
の
想
定
必
要
床
面
積
を
約

１
５
，０
０
０
㎡
と
し
て
、
県
内
先

進
市
の
本
体
工
事
費
の
建
築
単
価
平

均
値
で
あ
る
「
33
・
５
万
円
／
㎡
」

を
参
考
に
算
出
す
る
と
、
約
50
億

２
，５
０
０
万
円
に
な
り
ま
す
。

②
そ
の
他
の
整
備
費

　

旧
庁
舎
の
解
体
費
や
仮
設
庁
舎

費
、
駐
車
場
整
備
費
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
整
備
費
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
費
用

が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　
今
回
は
、「
事
業
規
模（
概
算
事
業
費
）」と「
庁

舎
の
整
備
方
法
」
に
つ
い
て
、
検
討
内
容
や
考

え
方
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

主
な
財
源
に
つ
い
て
は
、「
合
併

特
例
債
」お
よ
び
庁
舎
建
設
の
た
め

の
基
金
の
活
用
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
合
併
特
例
債
の
活
用

　

鹿
沼
市
は
平
成
18
年
１
月
１
日
に

旧
粟
野
町
と
合
併
し
た
こ
と
に
よ
り
、

「
合
併
特
例
債
」
を
活
用
で
き
ま
す
。

　
「
合
併
特
例
債
」と
は
、
合
併
市
町

村
が
使
用
で
き
る
市
債（
借
金
）で
す
。

市
町
村
建
設
計
画
「
か
ぬ
ま
・
あ
わ
の

新
市
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
」
に
基
づ

い
た
事
業
に
係
る
経
費
の
、
95
％
ま

で
を
借
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
返
済
額
の
70
％
が
普
通

交
付
税
措
置
と
し
て
国
税
で
補
わ
れ
、

事
業
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

鹿
沼
市
の
場
合
、
32
年
度
ま
で
活

用
で
き
る
予
定
で
す
。

②
庁
舎
建
設
基
金
の
利
用

　

そ
の
他
の
事
業
費
は
、
市
の
一
般

財
源
か
ら
賄
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め

「
庁
舎
建
設
基
金
」
の
積
立
が
必
要

で
す
。

　

市
は
「
財
政
健
全
化
推
進
計
画
」

に
よ
り
、
市
債
借
入
の
抑
制
に
努
め

て
い
ま
す
。
特
に
「
建
設
事
業
債
」

に
つ
い
て
は
、
５
年
間
の
発
行
額
の

上
限
を
「
100
億
円
、
年
平
均
20
億
円

以
内
」
と
す
る
な
ど
、
健
全
な
財
政

運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
財
政
健
全
化
推
進
計
画
」

範
囲
内
の
調
整
に
よ
り
、
市
の
財
政

は
「
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
も
運

営
可
能
な
水
準
」
を
維
持
で
き
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

庁
舎
の
事
業
規
模

（
概
算
事
業
費
）

⑴
事
業
費
算
定
の
考
え
方

⑵
財
源
の
検
討

⑶
市
財
政
の
健
全
な
運
営

②その他の整備費
　・旧庁舎解体費
　・仮設庁舎費
　・外構および駐車場整備費
　・設計費および各種調査費
　　　　　　　　　　　など
合計想定額　約10億円

新庁舎整備
事業費は

約60億円程度を
上限と想定します

①建物本体工事費
	新庁舎の想定	　				県内先進市の
	必要床面積	　　		建築単価（平均）	
		約15,000㎡		×				33.5万円/㎡

想定額　約50億2,500万円

＋

庁舎整備検討委員会の会議
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現
庁
舎
は
老
朽
化
や
狭
あ
い
化
な

ど
の
課
題
を
は
じ
め
、
建
築
基
準
法

改
正
前
の
耐
震
基
準
で
建
設
さ
れ
て

い
る
た
め
、
防
災
拠
点
と
し
て
の
耐

震
補
強
対
策
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
給
排
水
や
空
調
な
ど
の
設

備
に
つ
い
て
も
老
朽
化
が
著
し
く
、

維
持
管
理
の
経
費
が
多
く
生
じ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
庁
舎
の
整
備

方
法
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

　

現
庁
舎
の
建
て
替
え
と
改
修
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

・
現
庁
舎
を
改
修
す
る
場
合
、
耐
震

補
強
と
大
規
模
改
修
工
事
に
多
く

の
費
用
が
必
要
で
す
。
一
般
的
に

は
、
新
築
の
３
分
の
２
程
度
の
費

用
が
必
要
で
す
。

・
本
館
は
築
50
年
以
上
経
過
し
て
い

ま
す
。
耐
震
補
強
な
ど
を
行
っ
て

も
、
20
年
程
度
し
か
延
命
で
き
な

い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

・
改
修
に
よ
る
面
積
の
増
床
で

は
、
新
庁
舎
の
想
定
必
要
床
面
積

１
５
，０
０
０
㎡
の
確
保
は
困
難

で
あ
り
、
狭
あ
い
な
ど
の
課
題
は

解
決
で
き
ま
せ
ん
。

・「
合
併
特
例
債
」は
、
改
修
に
よ
る
庁

舎
整
備
に
は
活
用
で
き
ず
、
一
般

財
源
の
負
担
増
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

現
庁
舎
を
建
て
替
え
る
場
合
の
整

備
方
法
は
「
全
庁
舎
集
約
か
、
分
庁

方
式
か
」
ま
た
、「
新
館
を
利
用
す

る
の
か
、
し
な
い
の
か
」
な
ど
の
選

択
肢
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
基
本
的
な
考
え
方
に

基
づ
い
た
、
主
な
整
備
パ
タ
ー
ン
を

想
定
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
評

価
し
ま
す
。

【
想
定
さ
れ
る
整
備
パ
タ
ー
ン
】

パ
タ
ー
ン
①

　

現
在
の
敷
地
を
利
用
し
、
本
館
と

新
館
、
東
館
を
集
約
し
た
新
庁
舎
を

建
設
す
る
。

パ
タ
ー
ン
②

　

新
館
は
耐
震
補
強
に
よ
り
再
活
用

し
、
本
館
と
東
館
を
集
約
し
た
新
庁

舎
を
建
設
す
る
。

パ
タ
ー
ン
③

　

現
在
の
敷
地
と
周
辺
市
有
地
を
利

用
し
、「
分
庁
方
式
」
で
新
庁
舎
３

棟
を
建
設
す
る
。

パ
タ
ー
ン
④

　

他
の
場
所
へ
、
移
転
新
築
す
る
。

（
現
段
階
で
位
置
は
限
定
し
な
い
）

　

新
庁
舎
に
求
め
ら
れ
る
機
能
を
中

心
に
12
項
目
の
評
価
軸
を
設
定
し
、

33
項
目
の
評
価
視
点
で
、
想
定
さ
れ

る
４
つ
の
整
備
パ
タ
ー
ン
を
評
価
し

ま
す
。

12
項
目
の
評
価
軸

①
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
（
耐
震

性
の
確
保
な
ど
）

②
来
庁
者
の
利
便
性
を
高
め
る
た
め

の
機
能
（
窓
口
や
駐
車
場
の
整
備

な
ど
）

③
市
民
と
の
協
働
・
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
た
め
の
機
能
（
交
流
の
場

や
情
報
の
提
供
・
発
信
機
能
な
ど
）

④
議
会
運
営
を
進
め
る
た
め
の
機
能

（
議
場
・
委
員
会
室
の
整
備
な
ど
）

⑤
行
政
事
務
を
効
率
的
に
行
う
た
め

の
機
能
（
執
務
空
間
や
会
議
室
の

整
備
な
ど
）

⑥
高
度
情
報
化
に
対
応
す
る
た
め
の

機
能
（
情
報
設
備
等
の
整
備
な
ど
）

⑦
環
境
と
共
生
す
る
た
め
の
機
能

（
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器
や
再
生
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
な
ど
）

⑧
庁
舎
維
持
管
理
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

に
必
要
な
機
能
（
個
人
情
報
の
管

理
な
ど
）

⑨
整
備
コ
ス
ト
（
合
併
特
例
債
の
活

用
や
財
政
へ
の
負
担
度
な
ど
）

⑩
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
庁
舎
（
木
材

を
利
用
し
た
庁
舎
な
ど
）

⑪
庁
舎
施
設
の
更
新
に
対
す
る
対
応

（
庁
舎
の
増
改
築
や
、
組
織
改
編

な
ど
に
対
す
る
柔
軟
性
）

⑫
関
係
法
令
へ
の
対
応
（
都
市
計
画

法
な
ど
と
の
整
合
）

　

知
識
経
験
者
、
各
種
団
体
等
21
人

で
構
成
さ
れ
た
「
庁
舎
整
備
検
討
委

員
会
」
で
、
整
備
方
法
の
評
価
基
準

を
基
に
、
４
つ
の
整
備
パ
タ
ー
ン
の

評
価
・
採
点
を
行
い
ま
し
た
。

※
評
価
は
３
段
階
評
価
で
行
い
総
合

計
は
85
点
満
点

庁
舎
の
整
備
方
法

⑴
基
本
的
な
考
え
方

⑵
整
備
方
法
の
想
定

⑶
整
備
パ
タ
ー
ン
の
評
価
基
準

⑷
整
備
パ
タ
ー
ン
の
評
価

以
上
の
こ
と
か
ら
…

　

現
庁
舎
全
て
を
耐
震
補
強
・

改
修
お
よ
び
増
築
し
て
整
備
す

る
方
法
は
想
定
せ
ず
、
建
て
替

え
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
評
価
結
果
は
最
終
決

定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

庁
舎
整
備
検
討
委
員
会
で

は
、
評
価
結
果
な
ど
を
考
慮

し
、
慎
重
に
議
論
を
重
ね
、

整
備
方
法
選
定
の
方
向
性
を

検
討
し
て
い
ま
す
。

整備パターン 評価点数

パターン① 61.6

パターン② 47.2

パターン③ 41.9

パターン④ 69.5


